
ジェトロ「ビジネス短信」添付資料

地域 名称 政治・行政中心地

1 北部 ハノイ市 ハノイ市

2 中部 フエ市 フエ市

3 北部 ライチャウ省 ライチャウ省

4 北部 ディエンビエン省 ディエンビエン省

5 北部 ソンラ省 ソンラ省

6 北部 ランソン省 ランソン省

7 北部 クアンニン省 クアンニン省

8 中部 タインホア省 タインホア省

9 中部 ゲアン省 ゲアン省

10 中部 ハティン省 ハティン省

11 北部 カオバン省 カオバン省

地域 新名称 新政治・行政中心地 現行の省市

1 北部 トゥエンクアン省 トゥエンクアン省 トゥエンクアン省・ハザン省

2 北部 ラオカイ省 イエンバイ省 ラオカイ省・イエンバイ省

3 北部 タイグエン省 タイグエン省 バッカン省・タイグエン省

4 北部 フート省 フート省 ビンフック省・フート省・ホアビン省

5 北部 バクニン省 バクザン省 バクニン省・バクザン省

6 北部 フンイエン省 フンイエン省 フンイエン省・タイビン省

7 北部 ハイフォン市 ハイフォン市 ハイズオン省・ハイフォン市

8 北部 ニンビン省 ニンビン省 ハナム省・ニンビン省・ナムディン省

9 中部 クアンチ省 クアンビン省 クアンビン省・クアンチ省

10 中部 ダナン市 ダナン市 クアンナム省・ダナン市

11 中部 クアンガイ省 クアンガイ省 コントゥム省・クアンガイ省

12 中部 ザーライ省 ビンディン省 ザーライ省・ビンディン省

13 中部 カインホア省 カインホア省 ニントゥアン省・カインホア省

14 中部 ラムドン省 ラムドン省 ラムドン省・ダクノン省・ビントゥアン省

15 中部 ダクラク省 ダクラク省 ダクラク省・フーイエン省

16 南部 ホーチミン市 ホーチミン市 バリアブンタウ省・ビンズオン省・ホーチミン市

17 南部 ドンナイ省 ドンナイ省 ドンナイ省・ビンフォック省

18 南部 タイニン省 ロンアン省 タイニン省・ロンアン省

19 南部 カントー市 カントー市 カントー市・ソクチャン省・ハウザン省

20 南部 ビンロン省 ビンロン省 ベンチェ省・ビンロン省・チャビン省

21 南部 ドンタップ省 ティエンザン省 ティエンザン省・ドンタップ省

22 南部 カマウ省 カマウ省 バクリュウ省・カマウ省

23 南部 キエンザン省 キエンザン省 アンザン省・キエンザン省

表　地方再編後の34省・市（案）

I.合併しない省・市

II.合併する省・市

（出所）党中央委員会決議60号（60-NQ/TW）を基にジェトロ作成
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